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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する

法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

　　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

する法律施行者の一部を改正する政令」（平成１５年政令第１ ２０号。以下「改

正政令」という｡）及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律施行規則の一一部を改正する省令」（平成１５年厚

生労働省令第５９号。以下「改正省令」という｡）が平成１５年３月２８日に公

布され、同日付けで施行されたところである。その改正の概要、留意事項等は以

下のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体等にその周知徹底を

図り、その円滑な運用に万全の対応をしていただくようお願いしたい。

第１　改正の概要
　①改正の概要
　　　今般の改正では、医師、歯科医師、看護師等が行う医療関連業務について

　　は、当該業務が行われる場所にかかわらず一律に労働者派遣事業を行うこと
　　を禁止してきた取扱いを改め、以下の施設等において行われるものについて
　　は引き続き禁止し、それ以外のものについては労働者派遣事業の対象とする

　　ものとする。
　　　なお、改正政令及び改正省令の内容については、別紙１及び別紙２を参照
　　されたい。

　　①医療法第１粂の５第１項に規定する病院
　　②医療法第１粂の５第２項に規定する診療所（以下に掲げるものを除く。）

・身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第３０粂に規定する

　身体障害者療護施設の中に設けられた診療所

・労働福祉事業団法（昭和３２年法律第１ ２６号）第１９粂第１項第１

　号に規定するリハビリテーション施設（労災リハビリテーション施設）

　の中に設けられた診療所

・老人福祉法（昭和３８年法律第１ ３３号）第２０粂の４に規定する

　養護老人ホームの中に設けられた診療所

・老人福祉法第２０粂の５に規定する特別養護老人ホームの中に設けら

　れた診療所

・原子爆弾被爆音に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）

　第３９粂に規定する養護事業を行う施設（原子力爆弾被爆者養護ホー

　ムの中に設けられた診療所

③医療法笛２柴笛１項に規定する肋産所
④介護保険法（平成９年法律第123号）第７柴第22項に規定する介護老人

　保健施設
⑤居宅（往診、訪問看護、訪問リハビリテーション等）



　　　なお、労働者派遣事業の対象となる社会福祉施設等の入所者に対して往

　　診、訪問看護、訪問リハビリテーション等が行われた場合も該当する(引

　　き続き労働者派遣事業は禁止される)こととなるので、念のため申し添え

　　る。

(2)労働者派遣事業の対象となる社会福祉施設等
　　今回の改正に伴い、

　・①の①から⑤に掲げるもの以外の場所(社会福祉施設等)において行わ
　　　れる医療関連業務

　・⑤居宅において行われるもののうち、訪問入浴介護における看護師・座右
　　護師の行う医療関連業務
　については、労働者派遣事業の対象となる。

　　なお、有料老人ホーム、経費老人ホーム等において行われる医療関連業務
　については、今回の改正により派遣の対象となる。(往診、訪問看護、訪問

　リハビリテーション等を除く。)

(3)社会福祉施設のうち病院、診療所又は助産所であるものの取扱い
　　社会福祉施設のうち、施設全体が医療法に規定する病院、診療所又は助産
　所であるものについては、引き続き労働者派遣事業の対象とはならない。
　　(例：重症心身障害児施設、肢体不自由児施設)

　　なお、これらの施設や上記Ｏ)②に掲げる施設における病院、診療所又は
　助産所の開設に際しては、従来どおり、医療法上の病院又は診療所の開設に
　係る所要の手続を行う必要があるので留意されたい。

第２　労働者派遣制度の趣旨・概要

　　労働者派遣制度の趣旨・概要については以下のとおりであるので、十分に御

　丁知されたい。詳細については別紙３のパンフレットを参照されたい。
　　なお､派遣労働者の受入れ等制度の詳細について不明な点等があれば､適宜、
　都道府県労働局又は公共職業安定所に相談されたい。

　巾　労働者派遣制度の趣旨

　　　労働者派遣制度は、臨時的・一時的な労働力の需給調整のための制度とし
　　て位置付けられているものであり、この考え方に基づき、派遣期間の制限が

　　設けられていること。



②　派遣期間の制限
　　派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、原則として１年を

　超える期間継続して労働者派遣を受けてはならないニととされていること

　　（添筆４０粂の２第１項）。
　　派遣先は、派遣契約を更新したり、派遣元事業主又は派遣労働者を交替し

　ても、１年を超えて継続して労働者派遣を受けるごとにできないものである

　こと。
　　なお、専門的知識、技術平侍別々雇用管理を必要とする業務として政令で

　定める業務（事務用機器操作、ソフトウェア開発等のいわゆる２６業務）に
　ついては、原則１年の派遣期間の制限の対象外とたっているが、医療関連業

　諜はこれに該当せず、１年の派遣期間の制限の対象となるものである二と。

（3）派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限
　　派遣先は、労働者派遣契約を締結する際、事前面接岸履歴書の送付等の派
　遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなら
　ないこととされていること（法第２６粂第７項）。
　　また、派還元事業主は派遣先による派遣労働者を特定することを目的とす

　る行為に協力してはならないこととされていること。（添第２６粂第７項・
　派還元事業主が講すべき措置に開する指針）

第３　社会福祉施設等が派遣労働者を受け入れる際の留意点

　　今回新たに医療関連業務について労働者派遣事業の対象となる社会福祉施設

　等において、労働者派遣により労働者を確保する場合には、事前に派遣労働者

　を特定することができないこと等労働者派遣制度の特性を十分に踏まえるとと

　ちに、医療関連業務の適正実施の観点から、以下の点に留意の上、連切に対応

　する必要かおること。

　(1)派還元事業主の選定に当たっての留意事項

　　　派還元事業主を選定する際には、派遣される医療従事者の質の確保が当該

　　施設等において連切なサービスを提供するために必要不可欠であることを踏

　　まえ、派還元事業主の登録している労働者に対する

　　・知識、技術又は経験についての把握状況

　　・教育訓練の実施の有無等

　　について、十分に確認の上､連切な派還元事業主を選定するよう努めること。

(2)業務内容の把握と派還元事業主に対する適切な説明
　　労働者派遣契約を締結するに当たってば、派遣労働者が従事する業務の内

　容を把握し、当該業務を行うために求められる知識、技術又は経験等につい
　て、派還元事業主に対して事前に十分に説明し、派還元事業主がそのニーズ

　に応じた労働者の選定ができるよう努めること。



　　なお、医療関係資格者について派遣を受ける場合には、以下のような条件

　を付けることは可能であること。

　(例)勤務年数、社会福祉施設等における勤務経験

(3)労働者派遣契約における必要な条件の設定
　　労働者派遣契約を締結する際には、派還元事業主の都合により頻繁に派遣

　労働者が変更されるニとのないよう、派遣を受ける社会福祉施設等が希望す

　る場合、
　①派遣労働者は、当該社会福祉施設における就業開始後に、就業の継続を拒
　否する自由を妨げられないこと、②派遣労働者の年次有給休暇、育児休業等

　の取得等の派遣労働者の権利(派還元事業主と派遣労働者との雇用契約上の
　権利を含む｡)を害するニとのないことを明らかにした上で、派還元事業主

　が選定した派遣労働者を継続的に派遣する趣旨の規定を労働者派遣契約に盛
　り込むなど、派遣労働者の交替について事前に契約事項として定めておくこ

　とは可能であること。

(4)派遣労働者受入後の対応
　　派遣労働者を受け入れた場合には、当該派遣労働者と当該施設等において
　直接雇用している医師・看護師等の医療職や寮母等の福祉職等の職員との相
　互の能力把握や意思疎通が十分になされるよう、必要な措置を講じるよう努

　めること。

(5)円滑な業務引継のための対応
　　派遣労働者の交替により業務の引継ぎの必要が生じた場合でも円滑に業務
　の引継ぎができるよう、業務に関する記録の作成や管理方法等の標準化に努

　めること。

(6)責任の所在の明確化
　　一般に、派遣労働者の業務遂行に件い入所者等の第三者に損害を与えた場

　合、派還元事業主と派遣先との間においては、社会福祉施設等が派遣先とし
　て損害賠償責任を負うものと考えられることを前提に、派遣元事業主との間
　で労働者派遣契約を締結する際には、損害賠償を含む責任の所在について明

　確にするよう努めること。

(ﾌ)入所者等のプライバシー保護に対する配慮
　　社会福祉施設等で医療関連業務に従事する派遣労働者に対しても、医療資

　裕貴の守秘義務等について、改めて十分に認識させること。

第４　施行期目

　平成１５年３月２８目


